
 
 
 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

案概要（雇用調整助成金の特例） 
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について（概要） 

 

１．趣旨 

 新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀

なくされた事業主（以下「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。）に対し、

雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金制度の特例措置を講ずることを内容とする

雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

① 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行った休業等について、１日当たり支給上

限額を 13,500 円、助成率を２／３（中小企業にあっては４／５）（令和２年１月 24

日以降解雇等を行っていない場合には、助成率を３／４（中小企業にあっては９/10））

とする特例措置の対象となる期間を令和３年７月 31 日まで延長する。 

 

② 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行った休業等について、地域特例（※１）

及び業況特例（※２）の対象となる期間を令和３年７月 31日まで延長する。 

 

 （※１）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に

おいて、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 18 条に規定す

る基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第 11 条に定める施設にお

ける営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例 

   ※ まん延防止等重点措置を実施すべき区域においては、知事が定める区域・業

態に係る事業主が対象 

   ※ 各区域における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施期間の末日

の属する月の翌月末までの休業等（令和３年７月 31 日までに行ったものに限

る。）に適用 

 （※２）特に業況が悪化しているものとして職業安定局長の定める要件に該当する事

業主に対する特例 

なお、（※１）及び（※２）の助成率は以下のとおり。 

・１日当たり支給上限額：15,000 円 

・助成率       ： ４／５ 

（令和３年１月８日以降解雇等を行っていない場合 10／10） 

 

③ 継続して雇用された期間が６か月未満の雇用保険被保険者についても助成するこ

ととする等の措置の適用対象を雇用調整助成金の対象期間の初日が令和２年１月 24

日から令和３年７月 31日までの間にある場合に変更する。 

 

④ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行った休業等について、支給上限日数に加

えて支給を受けることができること等とする期間を令和２年４月１日から令和３年

７月 31 日までに変更する。 

 

⑤ 雇用調整助成金の対象期間の初日が令和２年１月 24 日から同年 12 月 31 日までの

間にある場合には、雇用調整助成金の対象期間を令和３年 12 月 31 日までとする。 

 

 

３．根拠法令 

 雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）第 62条第１項第１号及び第２項 

 

４．施行期日等 

 公布日：令和３年６月下旬（予定） 

施行期日：公布の日 
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雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容（案）

雇用調整助成金等 休業支援金等

（※１）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」と
いう）において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方
針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事
業主（～４月末は大企業のみ。）
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置終了月の翌月は、当該翌月に存在する
地域特例が適用され、翌々月は原則的な措置が適用される。

（※２）生産指標が最近３か月の月平均で前年又は前々年同期比30％以上減少の全国の事業主
（※３）原則的な措置では、令和２年１月２４日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

地域・業況特例では、令和３年１月８日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

（※４）大企業はシフト制労働者等のみ対象。
（※５）休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ（左記※１）。

なお、上限額については月単位での適用とする。
（例：５月10日から５月24日までまん延防止等重点措置

→５月１日から６月30日（解除月の翌月末）までの休業が地域特例の対象）

～４月末 ５月・６月・７月

中
小
企
業

原則的な措置
4/5（10/10）

15,000円

4/5（9/10）

13,500円

地域特例（※１）
業況特例（※２）

－
4/5（10/10）

15,000円

大
企
業

原則的な措置
2/3（3/4）

15,000円

2/3（3/4）

13,500円

地域特例（※１）
業況特例（※２）

4/5（10/10）
15,000円

4/5（10/10）

15,000円

～４月末 ５月・６月・７月

中
小
企
業

原則的な措置
８割

11,000円

８割

9,900円

地域特例（※５） －
８割

11,000円

大
企
業
（※

４
）

原則的な措置
８割

11,000円

８割

9,900円

地域特例（※５） －
８割

11,000円

（括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合）（※３）
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緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の対応

通常時 新型コロナウイルス感染症特例措置
（令和３年４月30日まで）

新型コロナウイルス感染症特例措置
（令和３年５月１日～７月31日まで）

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくさ
れた事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 同左

生産指標要件：３か月10％以上低下 生産指標要件を緩和：１か月５％以上低下 同左

被保険者が対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象 同左

休業の助成率：２／３(中小) １／２(大企業)

休業の助成率 中小：４／５（10/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注１）、業況特例（注２）の対象
大企業：４／５（10/10）

休業の助成率 中小：４／５（９/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注３）、業況特例（注４）の対象
中小・大企業４／５（10/10）

休業・教育訓練の助成額の上限額は8,370円 休業・教育訓練の助成額の上限額 15,000円
休業・教育訓練の助成額の上限額 13,500円
※地域特例（注３）、業況特例（注４）の対象

上限額 15,000円

計画届は事前提出 計画届の提出 撤廃 同左

1年のクーリング期間が必要 クーリング期間 撤廃 同左

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件 撤廃 同左

支給限度日数 １年100日、３年150日 同左＋上記対象期間（別枠扱い） 同左

短時間一斉休業のみ
休業規模要件：1/20(中小) 1/15(大企業)

短時間休業要件 緩和（一斉でなくても可）

休業規模要件：１／40(中小) １／30(大企業)
同左

残業相殺 残業相殺 停止 同左

教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率：2／3(中小) １／２(大企業)

加算額：1,200円

教育訓練の助成率 中小：４／５（10/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注１）、業況特例（注２）の対象
大企業：４／５（10/10）

加算額：2,400円(中小) 1,800円(大企業)

教育訓練の助成率 中小：４／５（９/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注３）、業況特例（注４）の対象
中小・大企業４／５（10/10）

加算額：2,400円(中小) 1,800円(大企業)

出向期間要件：３か月以上１年以内 出向期間要件：１か月以上１年以内 同左

※助成率における（）は、事業主が解雇等を行っていない場合の助成率。
（注１）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて特措法施行令第

11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主（大企業のみ）。
（注２）特に業況が厳しい（生産指標が最近３か月の月平均値で前年又は前々年同期比30％以上減少）全国の大企業。
（注３）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて特措法施行令第

11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主（各区域における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用）
（注４）特に業況が厳しい（生産指標が最近３か月の月平均値で前年又は前々年同期比30％以上減少）全国の企業。

（参考）リーマンショック時の特例措置の主な内容 ※雇用保険被保険者のみ対象
・助成率：中小企業8/10（解雇等なし9/10）、大企業2/3（解雇等なし3/4）
・上限額：雇用保険の基本手当日額の最高額（現在8,370円）

● 令和２年度予算額 (第３次補正まで) ： 雇用調整助成金 2兆7,849億円 緊急雇用安定助成金 2,482億円〔合計 3兆 331億円〕
● 令和３年度予算額（令和２年度繰越額含む）： 雇用調整助成金 1兆2,693億円 緊急雇用安定助成金 1,591億円〔合計 1兆4,283億円〕

（実績）・支給申請件数（ 6/18 ） 3,844,610件
・支給決定件数（ 6/18 ） 3,719,923件
・支給決定金額（ 6/18 ) 3兆7,826億円

予定
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支給申請件数（件） 支給決定件数（件） 支給決定額（億円）

累計 累計 累計

～1/22 － 2,426,482(568,407) － 2,354,815(547,658) － 26,569(1,837)

1/23~1/29 71,900(15,190) 2,498,382(583,597) 66,271(13,780) 2,421,086(561,438) 538(33) 27,107(1,870)

1/30~2/5 68,652(15,053) 2,567,034(598,650) 68,086(13,451) 2,489,172(574,889) 552(24) 27,658(1,895)

2/6~2/12 52,120(11,417) 2,619,154(610,067) 58,698(12,802) 2,547,870(587,691) 551(29) 28,210(1,924)

2/13~2/19 62,658(14,188) 2,681,812(624,255) 69,626(15,041) 2,617,496(602,732) 573(31) 28,783(1,954)

2/20~2/26 62,544(14,138) 2,744,356(638,393) 52,619(12,091) 2,670,115(614,823) 415(26) 29,198(1,980)

2/27~3/5 80,494(18,320) 2,824,850(656,713) 66,930(15,668) 2,737,045(630,491) 482(32) 29,680(2,013)

3/6~3/12 71,342(16,128) 2,896,192(672,841) 68,265(15,345) 2,805,310(645,836) 599(40) 30,279(2,053)

3/13~3/19 66,357(15,282) 2,962,549(688,123) 65,366(14,740) 2,870,676(660,576) 512(33) 30,791(2,086)

3/20~3/26 66,614(15,211) 3,029,163(703,334) 62,139(13,821) 2,932,815(674,397) 481(36) 31,272(2,122)

3/27~3/31 49,485(11,724) 3,078,648(715,058) 34,586( 8,022) 2,967,401(682,419) 283(22) 31,555(2,144)

4/１~4/９ 95,007(22,614) 3,173,655(737,672) 77,642(17,965) 3,045,043(700,384) 612(51) 32,167(2,195)

4/10~4/16 63,481(14,928) 3,237,136(752,600) 62,553(14,984) 3,107,596(715,368) 450(38) 32,617(2,233)

4/17~4/23 58,771(13,693) 3,295,907(766,293) 66,991(15,630) 3,174,587(730,998) 557(50) 33,174(2,283)

4/24~4/30 67,098(15,368) 3,363,005(781,661) 59,094(14,044) 3,233,681(745,042) 513(43) 33,686(2,326)

5/1~5/7 43,484(10,408) 3,406,489(792,069) 29,932  (6,816) 3,263,613(751,858) 307(26) 33,993(2,353)

5/8~5/14 90,749(21,093) 3,497,238(813,162) 77,134(17,121) 3,340,747(768,979) 618(48) 34,612(2,401)

5/15~5/21 72,508(17,171) 3,569,746(830,333) 80,238(18,908) 3,420,985(787,887) 679(58) 35,291(2,458)

5/22~5/28 74,075(17,014) 3,643,821(847,347) 80,073(19,280) 3,501,058(807,167) 722(56) 36,013(2,514)

5/29~6/4 84,484(20,323) 3,728,305(867,670) 77,311(18,832) 3,578,369(825,999) 657(55) 36,669(2,570)

6/5~6/11 61,586(14,591) 3,789,891(882,261) 73,422(17,326) 3,651,791(843,325) 607(51) 37,277(2,620)

6/12~6/18 54,719 3,844,610 68,132 3,719,923 550 37,826

うち雇用調整助成金 41,871 2,949,501 52,644 2,861,110 501 35,157

うち緊急雇用安定助成金 12,848 895,109 15,488 858,813 48 2,669

雇用調整助成金の支給状況について

※ 緊急雇用安定助成金の実績を含む（最新の週を除き、緊急雇用安定助成金の実績は、括弧内で内数）。令和元年度実績除く（支給決定1件、支給決定額93,114円）。

● 令和2年度財源確保額（補正予算額等含む）：3兆9,268億円（うち雇用調整助成金：3兆5,882億円、緊急雇用安定助成金：3,386億円）
◎ 令和3年度財源確保算額（繰越額含む） ：1兆4,283億円（うち雇用調整助成金：1兆2,693億円、緊急雇用安定助成金：1,591億円）
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２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

①有効求人倍率（倍） 1.45 1.40 1.30 1.18 1.12 1.09 1.05 1.04 1.04 1.05 1.05 1.10 1.09 1.10 1.09

②完全失業率（％） 2.4 2.5 2.6 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.6 2.8

③完全失業者数（万人） 166 170 176 192 192 196 204 207 215 205 210 203 203 180 194

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

④休業者数（役員以外）
前年同月差（万人）

16 25 353 217 62 14 1 30 14 20 11
34

(38)

12

(28)

▲30

(▲5)
▲337
(16)

⑤正規雇用労働者数
前年同月差（万人）

44 67 63 ▲１ 30 52 38 48 9 21 16
36

(78)

26

(70)

54

(121)
5

（68)

２０２０年

２０２０年

２０２1年

２０２1年

雇用情勢のデータについて

※有効求人倍率、完全失業率、完全失業者数は季節調整値

※休業者数、正規雇用労働者数は原数値

※①は厚生労働省「職業安定業務統計」 ②～⑤は総務省「労働力調査」

※④、⑤中（）は、前々年同月差（万人）
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支給決定額

（百万円）
割合

支給決定額

（百万円）
割合

1 製造業 896,857 26.2% 13,314 5.3%

2 卸売業、小売業 539,396 15.8% 36,051 14.3%

3 宿泊業、飲食サービス業 484,972 14.2% 103,635 41.1%

4 運輸業、郵便業 409,636 12.0% 5,926 2.4%

5 生活関連サービス業、娯楽業 255,094 7.5% 25,116 10.0%

6 サービス業（他に分類されないもの） 242,975 7.1% 24,508 9.7%

7 学術研究、専門・技術サービス業 151,695 4.4% 10,335 4.1%

8 建設業 120,756 3.5% 4,925 2.0%

9 情報通信業 112,992 3.3% 3,826 1.5%

10 不動産業、物品賃貸業 73,651 2.2% 5,885 2.3%

11 医療、福祉 63,498 1.9% 6,560 2.6%

12 教育、学習支援業 31,372 0.9% 5,954 2.4%

13 金融業、保険業 15,957 0.5% 620 0.2%

14 複合サービス業 7,467 0.2% 456 0.2%

15 分類不能の産業 5,911 0.2% 4,246 1.7%

16 農業、林業 1,607 0.0% 288 0.1%

17 鉱業、採石業、砂利採取業 869 0.0% 36 0.0%

18 漁業 822 0.0% 147 0.1%

19 電気・ガス・熱供給・水道業 644 0.0% 34 0.0%

20 公務（他に分類されるものを除く） 504 0.0% 62 0.0%

3,416,677 100% 251,924 100%

※２ 雇用調整助成金の支給決定額には、コロナ特例以外（通常、災害特例）を含む

※３ 雇用調整助成金に係る支給決定額が大きい産業順で並べ、上位５産業について網掛けをしている

※４ 産業分類は、事業主から聴取した主たる事業の内容に基づき登録されている

※１ 支給決定額は、申請日が令和２年１月24日以降の申請について、令和３年５月末までの支給決定分を集計したもの

合計

緊急雇用安定助成金

支給決定額（大分類別）

雇用調整助成金
産業分類

（大分類）

表１
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支給決定額

（百万円）
割合

支給決定額

（百万円）
割合

1 飲食店 269,269 7.9% 87,131 34.6%

2 宿泊業 213,322 6.2% 15,907 6.3%

3 道路旅客運送業 170,410 5.0% 2,392 0.9%

4 輸送用機械器具製造業 153,608 4.5% 592 0.2%

5 その他の事業サービス業 146,503 4.3% 17,595 7.0%

6 専門サービス業（他に分類されないもの） 111,039 3.2% 8,482 3.4%

7 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 109,739 3.2% 2,911 1.2%

8 娯楽業 107,285 3.1% 14,153 5.6%

9 運輸に附帯するサービス業 106,406 3.1% 1,604 0.6%

10 その他の小売業 100,028 2.9% 8,642 3.4%

11 金属製品製造業 95,068 2.8% 959 0.4%

12 食料品製造業 80,964 2.4% 5,419 2.2%

13 はん用機械器具製造業 80,641 2.4% 438 0.2%

14 洗濯・理容・美容・浴場業 76,411 2.2% 5,772 2.3%

15 情報サービス業 73,435 2.1% 2,065 0.8%

16 その他の生活関連サービス業 71,398 2.1% 5,191 2.1%

17 電気機械器具製造業 69,033 2.0% 490 0.2%

18 道路貨物運送業 67,707 2.0% 1,254 0.5%

19 飲食料品小売業 59,747 1.7% 8,694 3.5%

20 繊維工業 58,990 1.7% 1,007 0.4%

21 織物・衣服・身の回り品小売業 58,444 1.7% 4,579 1.8%

22 その他の卸売業 55,770 1.6% 2,342 0.9%

23 印刷・同関連業 52,035 1.5% 1,042 0.4%

24 各種商品小売業 51,316 1.5% 2,680 1.1%

25 鉄鋼業 50,514 1.5% 105 0.0%

26 職別工事業（設備工事業を除く） 47,588 1.4% 1,966 0.8%

27 職業紹介・労働者派遣業 45,474 1.3% 2,410 1.0%

28 医療業 44,283 1.3% 4,284 1.7%

29 総合工事業 40,383 1.2% 1,888 0.7%

30 その他の製造業 40,326 1.2% 712 0.3%

31 航空運輸業 39,082 1.1% 153 0.1%

32 設備工事業 32,785 1.0% 1,071 0.4%

33 上記以外 637,676 18.7% 37,993 15.1%

3,416,677 100% 251,924 100%

※２ 雇用調整助成金の支給決定額には、コロナ特例以外（通常、災害特例）を含む

※３ 雇用調整助成金に係る支給決定額が大きい産業順で並べ、上位５産業について網掛けをしている

※４ 雇用調整助成金に係る支給決定額が全体に占める割合で１％以上の産業を掲載している

※５ 産業分類は、事業主から聴取した主たる事業の内容に基づき登録されている

※１ 支給決定額は、申請日が令和２年１月24日以降の申請について、令和３年５月末までの支給決定分を集計したもの

合計

緊急雇用安定助成金

支給決定額（中分類別）
雇用調整助成金

産業分類

（中分類）

表２
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支給決定額（百万円） 割合 支給決定額（百万円） 割合

1 北海道 86,762 2.5% 6,286 2.5%

2 青森 14,912 0.4% 584 0.2%

3 岩手 16,998 0.5% 609 0.2%

4 宮城 36,446 1.1% 2,409 1.0%

5 秋田 11,698 0.3% 644 0.3%

6 山形 20,949 0.6% 867 0.3%

7 福島 34,038 1.0% 1,858 0.7%

8 茨城 36,068 1.1% 1,875 0.7%

9 栃木 35,315 1.0% 1,741 0.7%

10 群馬 44,752 1.3% 1,986 0.8%

11 埼玉 92,871 2.7% 6,314 2.5%

12 千葉 122,302 3.6% 8,127 3.2%

13 東京 993,532 29.1% 83,761 33.2%

14 神奈川 158,604 4.6% 13,467 5.3%

15 新潟 45,228 1.3% 1,783 0.7%

16 富山 28,377 0.8% 1,046 0.4%

17 石川 39,501 1.2% 1,856 0.7%

18 福井 23,769 0.7% 951 0.4%

19 山梨 22,437 0.7% 1,330 0.5%

20 ⾧野 55,807 1.6% 3,671 1.5%

21 岐阜 48,439 1.4% 2,520 1.0%

22 静岡 94,842 2.8% 4,751 1.9%

23 愛知 246,219 7.2% 13,730 5.5%

24 三重 33,042 1.0% 1,941 0.8%

25 滋賀 24,354 0.7% 1,674 0.7%

26 京都 94,072 2.8% 9,315 3.7%

27 大阪 346,193 10.1% 30,277 12.0%

28 兵庫 103,905 3.0% 8,541 3.4%

29 奈良 16,612 0.5% 1,452 0.6%

30 和歌山 15,787 0.5% 1,042 0.4%

31 鳥取 11,003 0.3% 507 0.2%

32 島根 10,456 0.3% 765 0.3%

33 岡山 39,040 1.1% 2,731 1.1%

34 広島 75,419 2.2% 3,492 1.4%

35 山口 20,505 0.6% 1,863 0.7%

36 徳島 8,744 0.3% 503 0.2%

37 香川 17,788 0.5% 1,133 0.4%

38 愛媛 18,630 0.5% 1,191 0.5%

39 高知 8,637 0.3% 751 0.3%

40 福岡 114,190 3.3% 10,913 4.3%

41 佐賀 9,499 0.3% 552 0.2%

42 ⾧崎 17,386 0.5% 1,239 0.5%

43 熊本 27,695 0.8% 1,846 0.7%

44 大分 22,045 0.6% 1,900 0.8%

45 宮崎 12,074 0.4% 905 0.4%

46 鹿児島 16,313 0.5% 1,239 0.5%

47 沖縄 43,424 1.3% 3,985 1.6%

3,416,677 100% 251,924 100%

※２ 雇用調整助成金の支給決定額には、コロナ特例以外（通常、災害特例）を含む

※３ 上位５都道府県について、網掛けをしている

※１ 支給決定額は、申請日が令和２年１月24日以降の申請について、令和３年５月末までの支給決定分を集計したもの

合計

緊急雇用安定助成金

支給決定額（都道府県別）

都道府県
雇用調整助成金

表３
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支給決定額

（百万円）
割合

支給決定額

（百万円）
割合

1 中小企業 2,700,258 81.2% 211,738 87.7%

2 大企業 623,374 18.8% 29,696 12.3%

3,323,632 100% 241,434 100%

※２ 雇用調整助成金の支給決定額には、コロナ特例以外（通常、災害特例）を含む

※１ 支給決定額は、申請日が令和２年１月24日以降の申請について、令和３年５月末までの支給決定分を集計したもの

※３ 令和２年７月５日以前に行った支給決定では、企業規模が入力必須項目となっていなかったため、企業規模が不明なものを

  除いた額となっている。

合計

緊急雇用安定助成金

支給決定額（企業規模別）

企業規模

雇用調整助成金

表４
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